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歓 迎 の 辞
アンニョンハシムニカ！
中国、日本、韓国、モンゴル、ロシアのNEAR会員自治体実務者の皆様！美しい海辺の都市、浦項市にようこそ。
そして、お忙しい中、本日のワークショップ開催へのお祝いのためご参席いただいた李康德(イ・カンドク)浦項市長をはじ
め、惜しみないご支援をいただいた浦項市関係者の皆様にも感謝申し上げます。
春の訪れを感じるこの4月に、世界的な鉄鋼都市である浦項市で「2016 NEAR実務者ワークショップ」を開催することがで
き、非常に嬉しく思います。昨年に続き、今年も変わらず皆様にお会いすることができて光栄です。

会員自治体実務者の皆様！
2016年は、NEAR創設20周年となる年です。人に例えると、「成人」を迎えました。創立当時、1996年に4か国29会員自
治体で始まったNEARは現在、6か国73会員自治体・7オブザーバー自治体に拡大し、名実共に国際的な地方政府機構として
意味のある成長を遂げました。これら全てが会員自治体の積極的なご参加とご協力、そして北東アジアの平和と共同発展を
願う共同体精神があったからこそ可能であったと思っております。この場をお借りして、会員自治体と実務者の皆様のご関
心、ご協力に感謝申し上げます。

NEARが創設されて20周年、「成人」となった今、更に一段階、跳躍(take-off)しなければならない局面に立ちました。国
際的な環境や地域情勢は20年前と比べて大きく変化しました。それに伴い、NEARも新たな環境に効率的に対応していくた
め、NEAR憲章を現実に即して改定しなければなりません。会費制の導入や事務局の体制強化等、必要な制度の構築と補完
も喫緊の課題となっています。

また、今後NEARが成功していくためには、何よりもNEARの長所と言える14分科委員会の機能を更に活性化させる必要があ
ります。単なる会議の開催ではなく、分科委員会を通じて実質的な交流が行われる場(プラットフォーム)を設け、多くの交
流の機会を提供しなければなりません。

それだけではなく、私たちの未来の資産である次世代の青年たちのため、彼らにより多くの関心を持たなければなりませ
ん。次世代の指導者となる青年たちが互いに交流し、ネットワークを作れるよう、NEARがより大きな役割を担っていかな
ければならないと考えています。

そのためには、今年9月末に開催される総会で、会員自治体において高い職責を担う方々に可能な限り多くご出席いただ
き、良い意見をご提示いただけるよう、実務者の皆様のご協力が不可欠です。

会員自治体実務者の皆様！
会員自治体で実際にNEAR業務を担当なさっている実務者の皆様の役割が、今後のNEAR発展のために最も重要であると考え
ています。皆様の積極的なご参加と創造的なアイディアが、まさにNEARの未来を切り開く礎になります。私たち事務局は
いつ、どこであれ皆様の意見を傾聴し、これらを反映していくよう最善の努力を尽くします。

実務者ワークショップにご参加いただいた会員自治体実務者の皆様、そして李康德浦項市長をはじめとする関係者の皆様
に、改めて感謝申し上げます。今日からの２日間、楽しく記憶に残る有意義な時間を浦項でお過ごしください。皆様のご健
康とご多幸を祈念いたします。

ありがとうございました。 

北東アジア地域自治体連合 事務総長 全哉垣(チョン • ジェウォン)
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NEAR Working-level Workshop 2016

□ 行事概要   
・概要/日程/座席配置図

□ NEAR事務局の主要業務現況報告    
・2015年年度主要業務推進成果と2016年度事業計画の説明
・分科委員会の活性化のための調整経過報告

□ 会員自治体の発表    
・日本

-富山県（環境分科委員会の活動報告）
-兵庫県(防災分科委員会の活動報告)
-島根県(教育・文化交流分科委員会の活動報告)

・韓国
-大田広域市（疎通と参与、市民中心都市、大田広域市の広報）
-全羅南道（2016世界エコデザイン博覧会の広報）

・ロシア
-イルクーツク州（イルクーツク州の投資潜在力）

□ NEAR会費制導入及び連合憲章改定について  
・会費運営規程(案)
・連合憲章改定(案)

□ 2016年度NEAR主要行事日程   

□ 参加者名簿   
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2016NEAR実務者ワークショップ

■ 行事概要

○期間：2016年4月27日(水)～4月29日(金)、2泊3日

○場所：韓国 慶尚北道 浦項市(BEST WESTERN Pohang Hotel)

○参加規模：74人(5か国39団体) ※事務局職員17名を除く

国家 参加会員自治体 参加者数 備考
日本 4団体 10人
中国 8団体 14人
韓国 13団体 25人

モンゴル 12団体 22人
ロシア 2団体 3人

計 39団体 74人

○主催/主管：北東アジア地域自治体連合事務局

○主要内容

・2015年度主要業務推進成果及び2016年度主要事業の説明

・会員自治体からの国際行事広報及び分科委員会の活動報告

・NEAR会費制導入及び憲章改定等について討議

・現場(文化)探訪(浦項製鉄所（POSCO）、慶州良洞マウル)
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NEAR Working-level Workshop 2016

■詳細な日程
日時 時間 主要内容 備考

１日目
4月27日

(水)

～18:00 登録及びチェックイン ホテル

18:00～21:00 03:00 夕食 ホテル

2日目
4月28日

(木)

07:00～08:30 01:30 朝食 ホテル

09:00～09:20 00:20 登録

09:20～09:30 00:10 NEAR広報映像上映

09:30～09:40 00:10 開会及び参加者の紹介

司会： 国際協力チ
ーム長, 6階、Patio

ホール

09:40～09:45 00:05 歓迎の挨拶(事務総長)

09:45～09:55 00:10 記念撮影

09:55～10:20 00:25
NEAR事務局業務報告及び
分科委員会の活性化のための調整経過報告

10:20～11:00 00:40 会員自治体の発表

11:00～11:20 00:20 休憩（コーヒーブレイク）

11:20～12:30 01:10
討議I ：会費制導入
-会員自治体別に意見発表・質疑応答・まとめ

6階、Patioホール

12:30～14:00 01:30 昼食 6階、リリー・ロ
ーズ

14:00～15:00 01:00
討議II ：憲章改定等
-会員自治体別に意見発表・質疑応答・まとめ

6階、Patioホール

15:00～15:30 00:30 移動(ホテル→浦項製鉄所) 専用バス

15:30～17:00 01:30 産業視察(浦項製鉄所)

17:00～17:30 00:30 移動(浦項製鉄所→ホテル) 専用バス

17:30～19:00 01:30 休憩及び晩餐会準備

19:00～21:00 02:00 晩餐会(主宰：事務総長) 6階、Patioホール

21:00～ 自由時間

3日目
4月29日

(金)

07:00～09:00 02:00 朝食及びチェックアウト ホテル

09:00～09:30 00:30 移動(ホテル→慶州良洞マウル) 専用バス

09:30～11:30 02:00 現地視察(慶州良洞マウル) ユネスコ 世界文化
遺産

11:30～12:00 00:30 移動(慶州良洞マウル→食堂) 専用バス

12:00～13:00 01:00 昼食 浦項市内(韓食)

13:00～ 歓送 ホテル
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スクリーン

黒竜江省 □
湖北省 □
湖南省 □
吉林省 □

寧夏回族 □
山東省 □

甘粛省*オブザーバー □
内モンゴル*オブザーバー □

富山県 □
兵庫県 □
鳥取県 □
島根県 □

釜山広域市 □
大邱広域市 □
仁川広域市 □
大田広域市 □
蔚山広域市 □
世宗特別市 □

○
○
○
○ 
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○ 
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

事
務
次
長
□

□
京
畿
道

事
務
総
長
□

□
忠
清
北
道

□
忠
清
南
道

□
全
羅
南
道

□トゥヴァ共和国
□ イルクーツク州
□ ウランバートル市
□ ヘンティ県
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□ 済州特別自治道
□ 慶尚南道
□ 慶尚北道
□ 事務局

通訳ブース

□座席配置図

入り口
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NEAR事務局の
主要業務現況報告
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NEAR Working-level Workshop 2016

分科委員会の活性化のための調整経過報告
NEAR事務局
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会員自治体の発表
○日本

-富山県（環境分科委員会の活動報告）
-兵庫県(防災分科委員会の活動報告)
-島根県(教育・文化交流分科委員会の活動報告)

○韓国
-大田広域市(疎通と参与、市民中心都市、大田広域市)
-全羅南道(2016エコデザイン博覧会)

○ロシア
-イルクーツク州（イルクーツク州の投資潜在力)



環境分科委員会活動報告
環境分科委員会コーディネート自治体　富山県
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NEAR Working-level Workshop 2016

教育・文化交流分科委員会の活動報告
-2015 北東アジア交流の翼 in しまね-

教育・文化交流分科委員会コーディネート自治体　島根県
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写真で振り返る「2015　北東アジア交流の翼 in しまね」
7月31日 (金)

参加者自己紹介・島根県紹介
島根県代表の青年たちが中心となって、ゲームをしながらアイスブレーキングをしました。

島根県の紹介も行いました。

8月1日 (土) ～2日 (日)

島根県環境生活部長表敬訪問
参加青年は歓迎セレモニーで新田英夫環境生活部長を表敬

しました。

歓迎交流会＆ホームステイ体験
各国青年はこの日から２泊3日のホームステイ体験です。滞
在させていただくホストファミリーの方と対面しました。

パフォーマンス
中国（吉林省＆寧夏回族自治区）のみなさんは歌を披露し

てくれました。

パフォーマンス
韓国、東国大学と威徳大学のみなさんはそれぞれ、K-POPのダンスを踊ってくれました。
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NEAR Working-level Workshop 2016

パフォーマンス
ロシアのみなさんによる歌の披露です。

パフォーマンス
島根県代表青年は歌でみなさんを歓迎しました。

8月3日（月）

少子化対策施策レクチャー
島根県の少子化に対する施策を学び、多くの質問をしました。

松江市子育て支援センターでは手作りのおもちゃの質に驚きました。

日本文化体験：和菓子作り体験
先生のお手本を見た後、実際に作りました。先生の職人の技術に一同感動！でした。
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キララ多伎で交流会
夜は、出雲市多伎町の「キララコテージ」

でバーベキュー＆交流会。

8月４日（火）

意見交換会
各国の少子高齢化の現状を紹介し、比較しながら多文化理解についても意見交換しました。

それぞれの各国の事情を知り、同じ問題や異なる問題についても考えました。

フェアウェルパーティ
最後はお別れ夕食会。全員で協力して作りました。みんなで楽しく調理をして、おいしい各国の料理ができました。島根
県青年からはみんなへの手作りプレゼントも渡しました。今回の交流の翼では課題の共有とともに、友情のネットワーク

を築くことができました。
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疎通と参与、市民中心都市!
大田広域市

PartⅠ：大田市について

疎通と参与、市民中心都市! 大田広域市
Contents
PartⅠ：大田市について
◆大田市の現況
◆大田市が発足して100年
世界先端科学都市としての跳躍

PartⅡ：疎通と参与、市民中心都市、大田市
◆目標及び推進方向
◆市民中心推進事業
◆結論
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大田市の現況
◆大田市の現況(2014年末基準)

-人口：154万人 ※韓国内で２番目に若年層の人口が多い都市
-行政区域：5自治区、78洞
-公務員数：7,174人
-財政(予算)： 5兆6,707億ウォン
-地域内総生産(GRDP)：32兆2千億ウォン
(一人あたりGRDP：2,084万ウォン)
-産業構造：サービス業81.7%、製造業18.2%、その他0.1%

大田市発足から100年、世界の先端科学都市としての跳躍
◆大田市が発足して100年、世界の先端科学都市としての跳躍

▶ これまでの100年間、大田市が歩んできた道
-1914年：大田市の誕生(計画都市)
-1974年：大徳(テドク)研究団地の発足
-1993年：大田世界エキスポが成功裏に開催
-1995年：「大田広域市」へと昇格
-1998年：WTA創立、世界の主要な科学都市との交流
-2009年：大田国際宇宙大会(IAC)の開催
-2012年：世界調理師大会(WACS)の開催
-2015年：世界科学首脳会議、世界養蜂大会の開催

大田市発足から100年、世界の先端科学都市としての跳躍
▶今後100年、世界の先端科学都市として跳躍

①韓国の新しい中心都市として浮上–国土、交通、行政中心地
-大徳研究団地(1970年代)、大田エキスポを経て、韓国の五大都
市へと成長
-隣接する世宗特別市と共に中央行政機関の60％以上が集積。新
中心都市として跳躍
②世界最高の科学のメッカ
-韓国内最大のR&D研究団地
–大徳研究開発特区が位置している。
-基礎科学研究院の設立、重イオン加速機の構築等に2兆ウォンを
投入(2012年)
※韓国の都市の中で研究員数、研究開発費、特許出願件数１位
③世界に開かれた国際都市
-姉妹都市(13都市)、友好都市(14都市)との幅広い交流
-WTA(世界科学都市連合)の議長都市として、世界の科学都市との交流
-韓国の大田広域市から世界の大田広域市へと跳躍
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PartⅡ：疎通と参与、市民中心都市、大田市

市民中心都市、大田市 主要推進方向
◆目標及び推進方向
(ビジョン)市民を幸せに、大田を暮らし豊かに
(目標)「市民•傾聴•統合」行政により、社会的な信頼を構築する
(推進方向)
1. 市民参与制度の用意
-市民の誰もがオンライン・オフラインを通じて苦情の解決、予算
決定、政策提案まで市長と直接疎通できる窓口を用意。
2. 現場傾聴の強化
-過去の官(官僚)中心の消極的な疎通から、移動型・現場中心の双
方向の疎通へと、市民中心にパラダイムを転換
3. 社会的信頼構築システムの用意
-地域葛藤と懸案事業について市民が直接参加する効率的な意思決
定システムを通じて、市民の合意を導き出す

市民中心都市、大田市 主要推進事業
◆主要推進事業
1. 市民幸福委員会の運営

▶ (委員規模)500人(公募市民の中から無作為に抽選)
(サラリーマン、教授、専門職、学生、主婦、市民団体、社会的弱者
等)
▶ (運営方式)タウンミーティング、公開自由討論会
▶ (主要機能)
- 市政の主要政策懸案に関する地域間、住民間の葛藤調整及び市
民的合意の導出
- 市民参与討議後、結果を市政に反映する意思決定システム
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市民中心都市、大田市 主要推進事業
2. 名誉市長制の運営

▶ (任期) 6ヶ月(再任無し)、無報酬名誉職
▶ (人員) 市政8分野(※)に各1名(計8名)
※経済産業、科学、安全、文化スポーツ、保健福祉、環境緑地、
交通建設、都市住宅
▶ (機能) 政策提案、市政参与、現場市民の意見集約
▶ (推進実績)
- 298回の活動(会議、現場訪問、行事参加等)、93件の政策建議
- 市政反映69件(74%)、長期検討16件(17%)、未反映8件(9%)

市民中心都市、大田市 主要推進事業
3. 住民参与予算制度の運営

▶ (構成) 69名/8分科 運営(分科別8～9名)
▶ (運営) 全体会議、分科委員会、運営委員会、予算研究会
▶ (機能) 予算編成時に、市民の参与及び決定
▶ (2015年推進実績)
- 147件を提案、うち123件が採択
※当初予算26,127億ウォン
反映予算13,380億ウォン
(総予算の51.21％が住民参与予算の反映)

市民中心都市、大田市 主要推進事業
4. 市民の窓口

▶ (設置運営) 市庁舎1階に設置
毎日午前9時から午後6時まで
▶ (利用対象) 全市民
▶ (発言時間) 一人あたり10分
▶ (発言内容) 市政施策の提案、請願事項など自由
▶ (利用方法) システムに個人情報を入力後、自由発言
▶ (運営手順) 発言台で発言(映像録画)→受付及び分類→検討及
び現場確認(該当部署)→請願返信(3日以内)
▶ (推進実績) 70件(2015年5月～現在)
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市民中心都市、大田市 主要推進事業
5. 移動型「現場市長室」の運営

▶ (運営時期) 4タイプ、月1回運営
- 民生現場(第1週)、公職内部傾聴(第2週)
- 体験奉仕現場(第3週)、建設事業現場(第4週)
▶ (運営方法) 現場訪問→建議事項を聴取→結果通知(3日内)
※ 市ホームページに推進状況を公開し、建議事項を持続的に管理。
▶ (推進結果) 年42回、現場訪問

ご静聴ありがとうございました。

市民中心都市、大田市 主要推進事業
6. オンラインによる市民参与行政の実現

▶ オンラインパネル「大田ピープル」の運営
- (人員) 2,000名/市民団体の推薦及びオンラインで公開募集
- (運営) 主要事業についてオンラインアンケートを実施
→ 応答をもとに、集計した統計結果を政策に反映
▶ SNSで市民と疎通を活性化
- 大田市公式SNSの運営：ツイッター、フェイスブック、ブログ
※ツイッター(16,700名)、フェイスブック(38,000名)、ブログ(
平均訪問数：3,000人/日)
- 市民による市政参与機会の拡大及びコンテンツ疎通チャンネル
の多様化

 

市民中心、現場中心、協業中心
課題中心、問題中心

開放、共有、疎通、協力

市民–開放共有疎通協力 –大田市
 I

企業

Goood 
Governance

結論
◆結論

2016NEAR実務者ワークショップ 41





NEAR Working-level Workshop 2016

2016世界エコデザイン博覧会
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イルクーツク州の投資潜在力
ロシア・イルクーツク州

イルクーツク州を代表し、本日会議にご出席の皆様に感謝申し上げます。

イルクーツク州は3世紀を超える歴史を持っており、ロシア領土においてアジア地域の中央に位置し、経済的にも地理的にもア
ジア・太平洋地域国家との貿易に有利な位置にあります。
イルクーツク州はロシア連邦シベリア連邦管区に属しており、イルクーツク市が州の行政、経済、文化の中心地の役割を果たし
ています。州の総面積は774,846Km2(ロシア領土の4.6％)、人口は2,418,348人です。

イルクーツク州の多様で豊富な資源潜在力はロシアでも上位にあり、国内の金の埋蔵量31％、木材11％、天然ガス8％、石炭7
％、石油3％、白雲母80％を占めています。

イルクーツク州は、ロシアでパルプ57％、ポリ塩化ビニール42％、アルミニウム35％、電気27％、木材12％を生産するなど、
強力な産業基盤を形成しています。

イルクーツク州は地政学的に有利な位置にあり、豊富な天然資源の潜在力、先進的な科学技術、革新的インフラ、優秀な教育体
系を備えています。
また、イルクーツク州はロシアで電力確保に最も良い地域の一つで、電力量が高いながらも電気料金は安いという長所がありま
す。電力生産費は1キロワット当たり0.04USドル(高電圧)、0.06USドル(低電圧)です。

このスライドでは、地域発展のための投資誘致重点産業をご覧いただけます。地域で最も多く生産される品目を優先順位に沿っ
て選択し、昔から発達していた冶金、木材加工産業と類まれなる天然資源と石油、ガス等の資源開発に力を入れています。ま
た、イルクーツク州は高付加価値産業の創出と産業クラスター創造(石油ガス科学、機械工学、製薬産業、農業産業、建築資材
生産等)、人口増加、食料安保問題（農業分野）の解決に尽力しています。

イルクーツク州は恵まれた観光資源を持っています。イルクーツク州には、世界で最も深い淡水湖である「バイカル湖」があり
ます。恵まれた自然であるバイカル湖のおかげで、ロシアの自然遺産として初めてユネスコ世界遺産に登録されました。バイカ
ル湖は単なる自然遺産ではなく、考古学的な価値を持つ文化財であると同時に、シャーマニズム意識、壁画、バイカルブリャー
ト族のよく保存された風習等、中央アジアの有・無形資産を備える精神文化の宝物です。

世界各国の観光客がイルクーツク州を訪問しています。2015年にイルクーツク州を訪れた外国人観光客は約12万9千人であり、
その内中国人観光客が最も多くを占めています。バイカル湖の南部には、観光商品開発のための観光及び休養インフラの造成を
計画しています。

イルクーツク州はヨーロッパとアジアを繋ぐ架け橋の役割を果たしています。また、イルクーツク州の輸出志向国は主にアジ
ア・太平洋地域の国家で形成されています。イルクーツク州における2015年の対外貿易量は83億USドルであり、計96か国の対
外貿易パートナー国のうち、中国、日本、オランダ、韓国、インド等が主要パートナーです。

数年間、韓国はイルクーツク州にとって最も重要なパートナーのうちの一つです。特に2016年はイルクーツク州と韓国・慶尚
北道間の姉妹都市締結20周年となる年であると同時に、NEARにイルクーツク州が加入して20年になる年であり、今年は韓国と
の関係を深めるための非常に重要な時期です。そこで、2016年6月末にレフチェンコ・イルクーツク州知事から委任を受け、ソ
ウルと慶尚北道でイルクーツク州の投資説明会を計画しています。投資説明会を通じて、イルクーツク州は相互協力の道が開け
ることを願っています。
また、イルクーツク州はNEAR創立メンバーとして、NEAR創立20周年をイルクーツク市で迎えられることを光栄に思っていま
す。2016年9月26日から29日までイルクーツク州で開催されるNEAR総会に、会員自治体の皆様をご歓待いたします。地球で最
も美しい湖であるバイカル湖のエネルギーを受け取りに来てください。

ご静聴ありがとうございました。
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NEAR会費運営規程(案)及び
連合憲章改定(案)



NEAR会費運営規程(案)
1.「第10回NEAR実務委員会」で提案した内容

北東アジア地域自治体連合事務局

I. 提案の背景

2014年第10回全羅南道総会で、事務局は会員自治体の参加と関心を高め国際機構としての連合の存

在価値確立と、特に2016年は連合創設20周年となる年であるため、NEARの可視的な成果創出と新し

い跳躍に向けて「会費制導入」を提案した。また、会費制運営の透明性と信頼性を確保するため、事

務局は、会費制運営規程(案)を制定し、2015年実務委員会で上程すると議決した。

II. 推進経緯

○2014年10月：第10回全羅南道総会で会費制導入時の運営方案等について透明で具体的な方案を整

え、2015年実務委員会で正式的な議題として上程する事を議決した。

○2015年 3月：日本・兵庫県で(防災分科委員会の開催期間中)、会費制導入に関する意見交換会を開

催し、日本会員自治体の意見を傾聴した。

○2015年 4月：会費制導入についてアンケート調査を実施(71団体中、47団体が参加)。

○2015年 5月：アンケート調査の結果を基に、会費制に対する実務者間の発表及び討議を通じて会費

制を 導入する事に会員自治体からの共感を得た。

○2015年 8月：日本・島根県で(教育・文化交流分科委員会の開催期間中)、会費制導入について意見

交換 会を開催した。

○2015年 9月：会費制運営規程(案)について会員自治体の意見を調査した。

○2015年 9月：会費制導入についてモンゴル会員自治体と意見交換会を開催した。
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III. 第10回総会時、会費制導入提案

○会費賦課方式

-全ての会員に対し、同一金額の年会費を賦課する「定額制」と会員自治体別の経済指標や人口規模

等を考慮して賦課する「差等制」で運営する。

○導入時期

-NEAR創設20周年となる2016年のイルクーツク総会で上程し議決した後、2017年から1段階として

会費制を導入する。(会員団体別の内部手順等を考慮する)

○会費：年会費2,000USドル(定額制)

○会費の用途

-連合の発展と会員自治体の共同目的に符合するプログラムやプロジェクトの遂行に使用する。

*但し、既存事務局運営による「経常運営費」は慶尚北道で継続的に負担する。

IV. 今後の計画

会費制導入時に運営方法等に関する透明で信頼性のある「会費制運営規程(案)」を事務局で制定

し、2015年実務委員会で正式的な議題として上程し議決する。そして、今回の実務委員会で「会費

制運営規程(案)」を審議し、2016年総会で上程し議決する。
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2.「2016実務者ワークショップ」で修正提案する内容
北東アジア地域自治体連合事務局

第10回実務委員会(2015年10月14日)
事務局からの提案 事務局修正提案

第1条(目的)
この規程は、会費管理及び運営に必要な事項を規定すること
で、会員自治体の積極的に参加と会費管理の透明性、責任性
を向上させることを目的とする。

第1条(目的)
この規程は、会費を財源とする事業の管理及び運営について
必要な事項を規定することを目的とする。

第2条(会計の原則)
会計は次の各項の原則に従って処理されなければならない。
(1)事務総長は会計が信頼されるよう客観的な資料と証憑(し
ょうひょう)に基づいて、透明かつ公正に処理しなければなら
ない。
(2)事務総長は会員自治体の要求時に会費の執行事項等につい
ての情報を公開し、会費の効率的な執行のため努力しなけれ
ばならない。

第2条(会計の原則)
会計は次の各項の原則に従って処理されなければならない。
(1)事務総長は会計が信頼されるよう客観的な資料と証憑(し
ょうひょう)に基づいて、透明かつ公正に処理しなければなら
ない。
(2)事務総長は会員自治体の要求時に会費の執行事項等につい
ての情報を公開しなければならない。
(3)事務総長は会費の効率的な執行のため努力しなければなら
ない。

第3条(会計年度)
会計年度は、毎年1月1日から始まり12月31日に終了する。 修正なし

第4条(会計に関する業務管掌)
事務総長は連合の会費に関する業務を総括し、所管会計に関
する業務を管理する。

修正なし

第5条(会費)
会費に関する事項は、次の各項のとおり運営する。
(1)各会員は、年会費として2,000USドルを分担する。
(2)会費納付時の基準貨幣は、USドルとし、毎会計年度の初めに
納入する。
但し、新規会員の会費は加入が決定した次の年度から納入する。
(3)経済状況等を考慮し、2年毎の総会で会費を調整する事ができ
る。

第5条(会費)
会費に関する事項は、次の各項のとおり運営する。
(1)各会員は、年会費として2,000USドルを分担する。
(2)会費納付時の基準貨幣は、事務局の所在国の貨幣とし、毎年
4月末までに納入する。但し、新規会員団体の会費は加入が決定
した次の年度から納入する。
(3)経済状況等を考慮し、総会で年会費を調整する事ができる。

第6条(会員権利の制限)
会費未納入時には、次のとおり会員の権利を制限する事がで
きる。
(1)会費を納入した会員自治体は、総会、実務委員会で表決権
を行使でき、委員の選挙権と被選挙権を持つ。
(2)会費を2回以上未納入した会員自治体は、第1項の権利を制
限することができる。

第6条(会員権利の制限)
会費未納入時には、次のとおり会員の権利を制限する事がで
きる。
(1)会費を納入した会員自治体は、憲章第9条1に規程された
投票券と委員の選挙権及び被選挙権を持つ。
(2)会費を未納入の会員自治体は、第1項の権利を制限するこ
とができる。

第7条(会費使用)
会費は連合発展と会員自治体の共同目的に符合する事業に使
用し、会費を使用する事業選定時には会員自治体の意見を聞
かなければならない。

第7条(会費使用)
会費は連合の恒久的な発展と会員自治体の共同目的達成に必
要な事業に使用する事を原則とし、具体的な使用用途につい
ては事務局から会員自治体の意見を聞かなければならない。
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第8条(会費執行のための予算編成)
事務総長は、次の会計年度の予算案を編成し、5月31日まで
審議委員会(仮称)に提出しなければならない。

第8条(予算案などの編成)
事務総長は、次の会計年度の会費を財源とする予算案及び事
業計画案(以下、「予算案など」とする)を作成し、毎年5月
31日まで審議委員会に提出しなければならない。

第9条(審議・確定)
(1)事務総長が提出した予算案は、審議委員会の審議を経
て、当該年度に開催する総会や実務委員会で、会議開催1ヶ
月前に承認を要請しなければならない。
(2)予算は、総会や実務委員会の承認を得て確定される。

第9条(予算案などの審議・確定)
(1)審議委員会は事務総長が提出した予算案を審議し、事務
局は当該年度に開催する総会や実務委員会で、会議開催1ヶ
月前に承認を要請しなければならない。
(2)予算案は、総会や実務委員会の承認を得て確定される。

第10条(審議委員会の構成・運営)
審議委員会は、次の各項のように構成・運営する。
(1)委員会は、会員自治体の局長・課長級から国家別1名で構
成し、総会又は実務委員会で選出する。
(2)委員の任期は4年とし、委員として選出された総会から4
年後の新任委員が選出される総会までとする。委員は再任す
ることができる。
(3)委員長は、委員の中から総会又は実務委員会で選出す
る。
(4)委員長は、毎年1回以上の会議を召集する

第10条(審議委員会の構成・運営)
審議委員会は、次の各項のように構成・運営する。
(1)審議委員会の委員は、事務局に公務員を派遣した会員自治
体の局長・課長級から国家別1名で構成し、総会又は実務委員
会で選出する。
(2)委員の任期は国家別に派遣した派遣公務員の派遣期間内と
する。
(3)審議委員会に委員長を置き、委員長は総会で委員の中から
選出する。
(4)審議委員会の円滑な運営のため、幹事1名を置き、その幹
事はNEAR事務局実務担当がする。
(5)委員長は、委員会を毎年1回以上召集する。但し、召集が
難しい場合、書面で議決できる。
(6)審議委員会の会議は在籍委員過半数の出席で開会し、出席
委員過半数の賛成で議決する。

第11条(会費に対する執行)
(1)予算は事務総長の責任の下、予算範囲内で執行する。
(2)予算外に支出の必要が生じる場合、議長の許可を得てか
ら予備費を支出し、当該年度に開催する総会又は実務員会の
事後承認を得る。

第11条(予算案などの執行)
(1)事務総長は、総会又は実務委員会で承認を得た予算など
を執行する。
(2)予算外に支出の必要が生じる場合、事務総長は議長の承
認を得てから必要な経費を支出する事ができる。この場合、
当該年度に開催する総会又は実務員会の事後承認を得る。

第12条(会計検査)
(1)事務総長は、会計年度毎に決算報告書を5月31日まで作
成し、監事に提出しなければならない。
(2)監事は、会計検査の結果を当該年度に開催する総会や実
務委員会で、会議が開催する1ヶ月前に会計検査結果報告書
を作成して事務局に提出し、総会又は実務委員会に報告し承
認を得なければならない。

第12条(会計検査)
(1)事務総長は、会計年度毎に決算報告書を翌年5月31日ま
で作成し、監事に提出しなければならない。
(2)監事は、会計検査の結果報告書を当該年度に開催する総
会又は実務委員会が開催する1ヶ月前に事務局に提出し、総
会又は実務委員会に報告し、承認を得なければならない。

第13条(監事の選出・任期)
(1)監事は、会員自治体の局長・課長級から国家別1名で構成
し、総会で選出する。
(2)監事の任期は4年とし、監事として選出されてから4年後の
新任監事が選出される時点までとする。監事は再任できる。

第13条(監事の選出・任期)
(1)監事は憲章第8条の規程に従って選出する。
(2)監事は国家別の局長・課長級から1名で構成する。
(3)監事の任期は2年とし、再任できる。

附則
第1条(施行日) この規定は2017年1月1日から施行する。 変更なし
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連合憲章改定(案)
1.「第10回NEAR実務委員会」で提案した内容

北東アジア地域自治体連合事務局

■提案理由
 

○連合の交流拡大と運営活性化に向け「準会員制」を導入するため、条項を新設し一部の憲章条項を現実に

合わせるため改定する。

①準会員制の導入

2010年第8回京畿道総会で、連合が国際機構としての地位向上と交流協力対象地域の拡大に向けた「準会員

制導入」における後続措置である。

②総会構成を具体的に明示

総会構成を会員自治体の「代表」から「長」へと具体的に明示することで、会員自治体の「長」が出席し、

名実ともに最高議決機関としての機能を遂行し、連合の実質的な交流・協力を遂行する。

③議決定足数の緩和

「監事選出」、「予算・決算及び事業計画の承認」、「次期総会開催地の決定」の議決定足数を緩和するこ

とで、連合運営の効率性を向上する。

■提案内容
 

1.準会員制の導入[新設]　–　第4条の1

・北東アジアの中間規模の「地方自治体」と中央アジア「地方自治体」を対象に準会員制の規程を新設する。

2.総会構成員を具体的に明示　–　第6条関連

・会員自治体の「代表」から会員自治体の「長」へと改定する。

3.総会の議決定足数改定　–第9条関連

・「監事選出」、「予算・決算及び事業計画の承認」、「次期総会開催地の決定」の議決定足数を在籍会員

過半数の出席と出席会員3分の2以上の賛成という規程から、在籍会員過半数の出席と出席会員過半数の賛成

へと改定する。
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■推進経緯

○2010年9月：第8回京畿道総会で「準会員制」導入を議決した。

○2015年5月：実務者ワークショップ時、憲章9条改定に対する共感を得た。

○2015年8月：日本・島根県の意見交換会で、憲章第9条改定について論議した。

■新・旧の条文比較表
○第4条の１(準会員範囲)　新設

現行 改定(案)

第2章　会員範囲及び権利・義務
(新設)

第2章　会員範囲及び権利・義務
第4条の1(準会員範囲)準会員は、北東アジアの中間規模の地
方自治体と中央アジア地方自治体とする。

○第6条(構成及び運営)改定
現行 改定(案)

第1節　総会
第6条(構成及び運営)総会は会員自治体の代表で構成する
最高議決機関として隔年開催される。

第1節　総会
第6条(構成及び運営)総会は会員自治体長で構成する最高議
決機関であり、隔年開催される。

○第9条(議事決定)改定

現行 改定(案)

第１節　総会
第８条(機能)総会は次の各号の機能を遂行する。
1.監事の選出
2.予算・決算及び事業計画の承認
3.会員の入会及び除名の議決
4.会費の決定
5.憲章の改定
6.機構の解散及び清算の決定
7.次期総会開催に関する事項の決定
8.事務局設置自治体の決定
9.連合の各事業計画の議決及び執行
10.その他必要と認定される事項

第１節　総会
第８条(機能)総会は次の各号の機能を遂行する。
1.会員の入会及び除名の議決
2.会費の決定
3.連合憲章の改定
4.機構の解散及び清算の決定
5.事務局設置自治体の決定
6.監事の選出
7.予算決算及び事業計画の承認
8.次期総会開催に関する事項の決定
9.連合の各事業計画の議決及び執行
10.その他必要と認定される事項

現行 改定(案)
第9条(議事決定)
2.第8条第1号から第8号の事項は、在籍会員の過半数の出席
と出席会員の3分の2以上の賛成により議決する。
3.第9条第2号に含まれていないその他事項に関しては、在
籍会員の過半数の出席と出席会員の過半数の賛成により議
決する。

第9条(議事決定)
2.第8条第1号から第5号の事項は、在籍会員の過半数の出席
と出席会員の3分の2以上の賛成により議決する。
3.第8条第6号から第10号の事項は、在籍会員の過半数の出
席と出席会員の過半数の賛成により議決する。

■今後の計画
 ○連合憲章改定(案)について今回実務委員会の審議を経て、2016年度総会にて上程する。
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2.「2016実務者ワークショップ」で修正提案する内容
北東アジア地域自治体連合事務局

I. 改定(案)及び修正提案(案)

○第４条の１(準会員の範囲)新設

現行 改定(案) 事務局修正提案(2016実務者ワークショップ)
修正文句 修正理由

第2章　会員
範 囲 及 び 権
利・義務

(新設)

第2章　会員範囲及び権利・
義務
第4条の1(準会員範囲)準会員
は、北東アジアの中間規模の
地方自治体と中央アジア地方
自治体とする。

第2章　会員範囲及び権利・
義務
第4条の1(準会員範囲)
会員としての資格は持ってい
ないが、加入を希望するアジ
ア地域の地方自治体は連合の
準会員になることができる。

第5条の1(準会員の権利・義
務)
準会員は、会員が持つ権利・
義務の中で、投票券と委員の
選挙及び被選挙権が制限され
る。

1.準会員の対象地域を中央アジアからアジア
全域に拡大し、長期的に国際機構としてNEAR
の領域と地位を向上する。
2.解析が曖昧な「中間規模の地方自治体」と
いう用語を削除し、広域地方自治体の下位の
地方自治体も参加を希望する場合、準会員と
して加入できるようにする。
3.準会員は、正会員が持つ権利と義務を一部
制限する必要がある。

○第6条(構成及び運営)改定

 現行 改定(案)

第1節　総会
第6条(構成及び運営)総会は会員自治体の代表で構成する
最高議決機関として隔年開催される。

第1節　総会
第6条(構成及び運営)総会は会員自治体の長で構成する最
高議決機関として、隔年開催される。
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○第8条(機能)、第9条(議事決定)改定

現行 改定(案)

第１節　総会
第８条(機能)総会は次の各号の機能を遂行する。
1.監事の選出
2.予算・決算及び事業計画の承認
3.会員の入会及び除名の議決
4.会費の決定
5.憲章の改定
6.機構の解散及び清算の決定
7.次期総会開催に関する事項の決定
8.事務局設置自治体の決定
9.連合の各事業計画の議決及び執行
10.その他必要と認定される事項

第１節　総会
第８条(機能)総会は次の各号の機能を遂行する。
1.会員の入会及び除名の議決
2.会費の決定
3.連合憲章の改定
4.機構の解散及び清算の決定
5.事務局設置自治体の決定
6.監事の選出
7.予算決算及び事業計画の承認
8.次期総会開催に関する事項の決定
9.連合の各事業計画の議決及び執行
10.その他必要と認定される事項

現行 改定(案)
第9条(議事決定)
2.第8条第1号から第8号の事項は、在籍会員の過半数の出席
と出席会員の3分の2以上の賛成により議決する。
3.第9条第2号に含まれていないその他事項に関しては、在
籍会員の過半数の出席と出席会員の過半数の賛成により議
決する。

第9条(議事決定)
2.第8条第1号から第5号の事項は、在籍会員の過半数の出席
と出席会員の3分の2以上の賛成により議決する。
3.第8条第6号から第10号の事項は、在籍会員の過半数の出
席と出席会員の過半数の賛成により議決する。

II. 新規改定提案(案)

○第15条(財政)改定

現行 改定(案)

第3節 事務局
第15条(財政) ①事務局の会計は特別会計とし、会員自
治体の会費及びその他雑収入によって充当する。
②会計に関する事項は暫定的に次の各号のように運営
する。 
1. 暫定的に会費は負担しないこととする。

第3節　事務局
第15条(財政) ①事務局の会計は特別会計とし、会員自
治体の会費及びその他雑収入によって充当する。
②会計に関する事項は暫定的に次の各号のように運営
する。 
1. 連合に加入した会員自治体は会費を負担し、会費管
理及び運営に必要な事項については別途会費運営規程
で定める。
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2016年度NEAR主要行事日程
○主要行事：総会、分科委員会、実務者ワークショップ、国際フォーラム、

日程 行事名 主管団体 場所 連絡先

1 3.7~3.10 第14回防災分科委員会 日本 
兵庫県 神戸市 兵庫県国際交流課

(T)+81-78-362-9017

2 4.27~4.29  2015NEAR
実務者ワークショップ

NEAR
事務局

大韓民国
慶州市 

NEAR事務局
(T)+82-54-223-2317

3 7.15~7.17 鉱物資源開発・調整分科
委員会

ロシア
マガダン州 マガダン市

マガダン州天然資源課
環境部

(T)+7-4132-649-547

4 8.7~8.12 2016北東アジア
青年リーダースフォーラム

NEAR
事務局

大韓民国
慶州市

NEAR事務局
(T)+82-54-223-2315

5 8.19~8.24 教育・文化交流分科委員会 日本
島根県 松江市 島根県文化国際課

(T)+81-852-22-6463

6 9.26~9.29 第11回NEAR総会 ロシア
イルクーツク州 イルクーツク州

イルクーツク州
経済発展部

(T)+8-3952-2561-57

7 11月 2016NEAR国際フォーラム NEAR
事務局 未定 NEAR事務局

(T)+82-54-223-2328

*会員自治体及び事務局の事情により、日程が変わる場合があります。
*行事日程を決定する際、参加率を高めるため、なるべく日程が重ならないようご協力お願い致します。
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○中国：8団体、14名

No. 会員自治体名 氏名 性別 所属 役職

1 黒竜江省 王新国 (Wang Xinguo) 男 外事弁公室 　副処長

2 黒竜江省 姜春强 (Jiang Chunqiang) 男 外事弁公室 主任科員

3 湖北省 陈璐 (Chen Lu) 女 外事弁公室 主任科員

4 湖北省 刘锋 (Liu Feng) 男 外事弁公室 主任科員

5 湖南省 邓薇 (Deng Wei) 女 NEAR事務局 駐在官

6 吉林省 鲁爽 (Lu Shuang) 女 外事弁公室 副主任科員

7 寧夏回族自治区 姚惠龄 (Yao Huiling) 女 外事弁公室 主任科員

8 寧夏回族自治区 曹昱昉 (Cao Yufang) 女 外事弁公室 主任科員

9 山東省 韩迎华 (Han Yinghua) 女 外事弁公室 主任科員

10 山東省 王军 (Wang Jun) 男 政治協商会議 外事委
員会弁公室 副主任

11 甘粛省 段晶晶 (Duan Jingjing) 女 弁公庁 副処長

12 甘粛省 王婷 (Wang Ting) 女 弁公庁 副処長

13 内モンゴル自治区 石玉芝 (Shi Yuzhi) 女 外事弁公室 副巡視員

14 内モンゴル自治区 王晶 (Wang Jing) 女 外事弁公室 処長
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○日本：4団体、10名

No. 会員自治体名 氏名 性別 所属 役職

1 富山県 野畑 美千子 (Nobata Michiko) 女 観光・地域振興局 国際課 係長

2 富山県 長谷 明子 (Hase Akiko) 女 観光・地域振興局 国際課 主任

3 富山県 河合 洸生 (Kawai Hiroki) 男 CLAIRソウル事務所 所長補佐

4 兵庫県 石田 勝則 (Ishida Katsunori) 男 国際交流課 課長

5 兵庫県 菱田 裕史 (Hishida Hirofumi) 男 国際交流課 主幹

6 兵庫県 賓 惠英 (Bin Hye-young) 女 国際交流課 国際交流員

7 鳥取県 森本 哲夫 (Morimoto Tetsuo) 男 CLAIRソウル事務所 所長補佐

8 島根県 清水 宏祐 (Shimizu Koyu) 男 環境生活部文化国際課 国際交流グル
ープリーダー

9 島根県 中道 弘明(Nakamichi Hiroaki) 男 環境生活部文化国際課 企画員

10 島根県 朴 慧貞 (Park Hye-jung) 女 環境生活部文化国際課 国際交流員
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○韓国：13団体、25名

No. 会員自治体名 氏名 性別 所属 役職

1 釜山広域市 Lee Hyun-jin 男 　国際協力課 　主務官

2 釜山広域市 Hwang Jeong-eun 女 　国際協力課 主務官

3 大邱広域市 Grace Kim 女 国際協力官室 主務官

4 大邱広域市 Choi Bok-sun 女 国際協力官室 主務官

5 仁川広域市 Cho Hyun-jung 女 国際協力担当官室 主務官

6 大田広域市 Kim Young-jin 男 国際協力担当官室 国際機構担当

7 大田広域市 Koo Cha-doo 男 国際協力担当官室 主務官

8 蔚山広域市 An Jong-hwa 男 通商交流課 国際交流担当

9 蔚山広域市 Shin You-cheol 女 通商交流課 主務官

10 世宗特別自治市 Jun Sung-soo 男 政策企画官 主務官

11 京畿道 Nam Kyung-min 男 外交政策課 主務官

12 京畿道 Kim Tae-soo 男 外交政策課 主務官

13 忠清北道 Kim Joon-soo 男 国際通商課 国際政策チーム長

14 忠清北道 Jang Du-chang 男 国際通商課 主務官

15 忠清南道 Lee Kwan Hyeon 男 企業通商交流課 主務官

16 全羅南道 Kim Hong-sa 男 国際協力官 国際企画チーム長

17 全羅南道 Park Ho 男 国際協力官 主務官

18 慶尚北道 Kim Han-soo 男 グローバル通商協力課 課長

19 慶尚北道 Lee Eung-won 男 グローバル通商協力課 国際協力担当

20 慶尚北道 Park Sang-chul 男 グローバル通商協力課 主務官

21 慶尚北道 Lee Joung-ah 女 グローバル通商協力課 主務官

22 慶尚北道 Seo Yeonh Wa 女 浦項市 主務官

23 慶尚南道 Park Ji-young 女 国際通商課 主務官

24 慶尚南道 Jeon Sang-hoon 男 国際通商課 主務官

25 済州特別自治道 Hong Mi-jin 女 平和協力課 主務官
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○モンゴル：12団体、22名

No. 会員自治体名 氏名 性別 所属 役職

1 ゴビアルタイ県 Tumurbaatar Lodoi 男 　共通サービス局 局長

2 ゴビアルタイ県 Tsagaan Munkhzaya 女  行政局 国際交流担当

3 ゴビアルタイ県 Saijrakh Ganzorig 男 財務課 実務者

4 ゴビスンベル県 Davaajav Munkherdene 男 自然観光局 局長

5 ゴビスンベル県 Nyamaa Davaakhuu 男 食品農業局 局長

6 ドルノゴビ県 Tserendorj Boloroyun 女 労働課 実務者

7 ドルノゴビ県 Ganbat Shinechimeg 女 標準測定課 職員

8 ザブハン県 Davaasuren Dashdeleg 男 農業局 家畜課 課長

9 ザブハン県 Armaabazar Azjargal 男 開発政策課 実務者

10 オルホン県 Ganzorig Boldbaatar 男 開発政策課 実務者

11 オルホン県 Tsolmon Narmandakh 男 財務課 実務者

12 ウブルハンガイ県 Zundui Dagvarsuren 女 オヤンガ郡行政局 局長

13 ウブルハンガイ県 Dashdorj Narmandakh 女 トゥグルク郡 行政局長

14 ウムヌゴビ県 Badraa Badamgarav 男 ウムヌゴビ県庁 知事

15 ウムヌゴビ県 Ulam-Urnukh Amarjargal 女 ウムヌゴビ県庁 国際交流担当

16 中央県 Ochir Oyunsetseg 女 気象観測所 気象観測 エンジニア

17 ホブド県 Delegnyam Nyamaa 女 行政局 国際交流担当

18 ホブド県 Delegnyam Otgontsagaanl 女 西部地域診断 医療センター 室長

19 フブスグル県 Altangerel Erdenebaatar 男 知事

20 フブスグル県 Ganbat Naranchimeg 女 行政局 国際交流担当

21 ヘンティ県 Tseevendorj Baigalmaa 女 NEAR事務局 駐在官

22 ウランバートル市 Chuluun Ariunjargal 女 ハンオル区 行政法律課 実務者
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○ロシア：2団体、3名

No. 会員自治体名 氏名 性別 所属 役職

1 イルクーツク州 Puzynya Galina 女 経済発展部 課長

2 イルクーツク州 Anna Laman 女 経済発展部 係長

3 トゥヴァ共和国 Sambu-khoo Rolanda 女 対外経済関係庁 職員

○NEAR事務局：19名

No. 氏名 性別 所属 役職

1 全哉垣 (Jun Jae Won) 男 　 事務総長

2 李相基 (Lee Sang Gi) 男 事務次長

3 権男元 (Kwon Nam Won) 男 企画広報部 企画広報部長

4 朴志雄 (Park Jj Woong) 男 企画広報部 企画総務チーム長

5 尹赫晙 (Yun Hyeok Jun) 男 企画広報部 主務官

6 金攸昣 (Kim You Jin) 女 企画広報部 行政専門委員

7 鄭恩栄 (Jung En Young) 女 企画広報部 英語専門委員

8 孫一栄 (Son Il Young) 男 企画広報部 企画広報専門委員

9 具滋熙 (Ku Ja hee) 男 国際協力部 国際協力部長

10 朴成敏 (Park Sung Min) 男 国際協力部 国際協力1チーム長

11 李明恩 (Lee Myung Eun) 女 国際協力部 日本専門委員

12 原田典久
(Harada Norihisa) 男 国際協力部 日本派遣駐在官

13 ルハム・ヒシグザルガル
(Lkham Khishigjargal) 女 国際協力部 モンゴル専門委員

14 チェウェンドルツ・バイガルマ
(Tseevendorj Baigalmaa) 女 国際協力部 モンゴル派遣駐在官

15 崔株華 (Choi Ju Hwa) 女 国際協力部 国際協力2チーム長

16 趙辰 (Zhao Chen) 女 国際協力部 中国専門委員

17 徐惠美 (Seo Hye Mi) 女 国際協力部 中国専門委員

18 邓薇 (Deng Wei) 女 国際協力部 中国駐在官

19 イルギット・バレリ (Irgit Valeriy) 男 国際協力部 ロシア駐在官
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T. +82-54-223-2311~20       F. +82-54-223-2307,2309       H. www.neargov.org
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